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●加入手続きについて

　退職者医療制度の対象となる方で、

退職者被保険者証（保険証の帯部の色

が緑色で退職と記載されているもの）

をお持ちでない方は、国民健康保険証、

年金証書、はんこを持参のうえ、国保

年金課、各支所・出張所で手続きをお

願いします。

　退職者医療制度とは、国民健康保険加入者のうち75歳未満で会

社などを退職した後、年金の受給権がある方とその被扶養者が加

入する制度です。

　退職者医療制度で医療を受ける医療費は、国民健康保険税と職

場の健康保険などが出し合う費用によってまかなわれています。

　国民健康保険の適正な運営のため、対象となる方は届け出をお

願いします。

問 国保年金課（内線2309）


